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事業実施に当たっての留意事項について 

（（介護予防）通所リハビリテーション・（介護予防）訪問リハビリテーション） 

  

 

  

 

 

 

 

届出手続の運用                 （平成12年３月１日老企第36号） 

第１の５ 届出手続の運用（抜粋） 

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定

されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、

この場合、算定されなくなった事実が生じた日から加算等の算定を行わないものとする。 

 また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不

正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることとな

ることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 

 

☞運営指導において、算定基準を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を「あり」

としている事業所が見受けられます。今一度、事業所にて確認をお願いします。 

  

  

人員配置基準 

 

用語の定義 

（１）「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時

間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の

従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延

時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、

例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従

業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問

介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47 

年法律第113 号）第13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又

は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法

律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕

事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短
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縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が

講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業

者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

 

（２）「勤務延時間数」 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス

の提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられてい

る時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に参入することができる

時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

 

（３）「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤

務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいう

ものである。ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の

短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所と

して整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱

うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路

を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含

む。）の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと

考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべ

き時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業

者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、

指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、そ

の勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和22 年

法律第49 号）第65 条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理

措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、

同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第23 条第２項の育児

休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規

定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以

下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において

求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することによ

り、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

 

（４）「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを

いうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における

勤務時間（指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ご

との提供時間）をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、
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指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表

に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれ

のサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるも

のである。 

また、指定通所リハビリテーション（１時間以上２時間未満に限る。）又は指定介護予

防通所リハビリテーションが、保険医療機関において医療保険の脳血管疾患等リハビリテ

ーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、又は呼吸

器リハビリテーション料のいずれかを算定すべきリハビリテーションが同じ訓練室で実施

されている場合に限り、専ら当該指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、

医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動

器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料のいずれかを算定すべきリハビ

リテーションに従事して差し支えない。ただし、当該従事者が指定通所リハビリテーショ

ン又は指定介護予防通所リハビリテーションに従事していない時間帯については、基準 

第111条第１項第二号又は第２項の従事者の員数及び厚生労働大臣が定める基準の第二十

四号の３の従業者の合計数に含めない。 

 

 

（予防）通所リハビリテーション                           

◆医師（常勤） 

 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数 

 

◆理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師 

 

（診療所以外の事業所） 

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下この章

において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と

認められる数 

イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定通所リハビリテーショ

ン事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者（指定介護予防サービス等基準第

百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハ

ビリテーション（指定介護予防サービス等基準第百十六条に規定する指定介護予防通所リ

ハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予

防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が十人以下

の場合は、その提供を行う時間帯（以下この条において「提供時間」という。）を通じて専

ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の
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数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供

に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、

利用者の数を十で除した数以上確保されていること。 

ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。 

 

（診療所である場合） 

一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時

間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法

士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、

利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護

職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。 

二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類する

サービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保さ

れること。 

 

 

 

※指定通所リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第

一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合に

ついては、介護老人保健施設基準第二条又は介護医療院基準第四条に規定する人員に関す

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

 

※指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリ

テーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準第百十七条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準

を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

（予防）訪問リハビリテーション                     

 

◆医師（常勤） 

 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数 
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◆理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上 

  

 

※指定訪問リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第

一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合に

ついては、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年

厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第二条又は介護医療院の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準（平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療

院基準」という。）第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

※指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者（指

定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーション

の事業と指定介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サービス等基準第七十八条

に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七

十九条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

❑ 業務の参考にするべき法令等 

 介護保険法・施行令・施行規則 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平 

成 24年 7月 10日山口県条例第 35号） 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行

規則（平成 24年 9 月 28日山口県規則第 82号） 

 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成

24年 7月 10日山口県条例第 36号） 

 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規

則（平成 24年 9月 28日山口県規則第 83 号） 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準【第５・８章】（平

成 11年 3月３１日厚生省令第 37号） 

 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 【第 3の

四・七、第４】（平成 11年 9月 17日老企第 25号） 

 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準【第５・８章】（平成

18年 3月 14日厚生省令第 35号） 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【別表４・７】（平成 12

年 2月 10日厚生省告示第 19号） 
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 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅

療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【第２の５・８】（平

成 12年 3月 1日老企第 36号） 

 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準【別表 3・5】（平成

18年 3月 14日厚生省告示第 127号） 

 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について【第２の 4・6】（平成 18 年 3月 17日老計発第 0317001号・

老振発第 0317001 号・老老発第 0317001号 別紙 1） 

 厚生労働省 介護サービスQ&A 

 介護保険最新情報 

 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成 12年 3月 30

日老企第 54号） 

「その他の日常生活費」に係るQ&A（平成 12年 3月 31日厚生省老人保健福祉

局介護保険制度施行準備室 事務連絡） 

 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービ

スを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について（平成 27年

4月 30日老振発 0430第 1号・老老発 0430第 1号・老振発 0430第 1号） 

 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版）の一部訂正（令和６年５

月１０日厚生労働省老健局介護保険計画課 事務連絡）の資料「月額包括報酬の日割

り請求にかかる適用について」 

 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて

（平成 30年 9月 28 日介護保険最新情報 Vol.678） 

 介護輸送に係る法的取扱いについて、介護予防・日常生活支援総合事業による高齢

者の移動支援に係る交通施策との関係等について（令和６年３月 2９日介護保険最

新情報 Vol.1244） 

 


